	請    書（工 事）印紙
貼付
印

令和　　年　　月　　日

栃木市長　様
                              　　 (受注者）
住　所
商号又は名称
代表者名                       　  

	工事名
	

	工事箇所
	　栃木市

	工期
	着　手	　令和　　年　　　月　　　日

	
	完　成	　令和　　年　　　月　　　日

	請負金額
	金　　　　　　　円（
	うち消費税額及び
地方消費税額
	金　　　　　　円）

	
上記の工事について、次の条項、栃木市財務規則、その他関係規則等を遵守し、信義に従って誠実にこれを履行することを誓約して、お請けいたします。

１　受注者は別冊の設計図書及び仕様書等に基づき完成すること。
２　この契約によって生じる権利義務を第三者に譲渡し、又は承継しないこと。ただし、発注者の承認を得た場合は、この限りでないものとする。
３　発注者は、必要があると認めるときは、工事内容を変更し、又は工事全部若しくは一部の施工を一時中止させることができる。この場合に請負代金額又は工期を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して定める。
４　受注者は、天災その他のやむを得ない事由により、工期までに完成の見込みがなくこれを延長しなければならないときは、その理由を明らかにして、発注者に工期の延長について請求することができるものとする。
[bookmark: _GoBack]５　価格等（物価統制令第２条に規定する価格等をいう。）の変動又は変更に基づく請負金額の額又は工事内容の変更はしないものとする。
６　受注者は、工事目的物の引渡し前に、工事目的物、工事材料等について生じた損害又は工事の施工により生じた損害について、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものを除きその損害を賠償するものとする。また、工事の施工に伴い、第三者に損害を及ぼした場合についても同様とする。
７　工事が完成したときは、書面をもって発注者に通知し、工事の完成を確認するための検査に合格したときは、直ちに引渡を受けるものとする。
８　受注者は、前条の検査に合格したときは、請負金の請求することができる。発注者は請求を受けた日から４０日以内に支払わなければならない。
９　工事の施工が図面又は仕様書に適合しない場合において、発注者から図面又は仕様書に基づく改造の請求があったときは、これに従うこと。この場合において、請負金の増額又は期限の延長の請求は出来ないこと。
10　受注者の責めに帰する理由によって、頭書の完成期日に工事を完成することができないときは、その理由を明らかにして期限内に届け出ること。この場合において、期間後に完成する見込みがあるときは、延長の期間を明らかにして発注者の承認を受け、遅滞違約金（未済部分の契約金額相当額対し政府契約の支払い遅延防止等に関する法律第８条第１項の規定に基づく率を乗じて計算した額）を支払い、工事を完成すること。
11　この契約につき、発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による栃木県建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服するか又はあっせん若しくは調停によりその解決を図るものとする。
12　この契約に定めのない事項については、必要に応じ、発注者及び受注者が協議の上定めるものとすること。
※　消費税の納付義務が免除される事業者の場合は、表中「うち消費税及び地方消費税額 金　円）を削ること。



